川崎区　外国人労働者の雇用に関するアンケート調査票


令和７年９月末時点で、川崎区の外国人区民の数は２万１千人を超え、人口比率では約９％となっています。近年、就労可能な在留資格の外国人区民が増加していることから、川崎区では、外国人労働者を雇用している企業と連携して、日本語教育や外国人労働者の受入・定着支援施策、生活支援施策等を実施していくことを検討しています。このアンケートは、区内の外国人労働者の雇用実態を把握し、施策立案の基礎資料として活用していくために実施するものです。
できる限り多くの企業様にご回答いただきたく、ご協力をお願いいたします。

【記入上の注意】　※フォームからの回答に、おおむね１０分かかります。

· 調査票は、令和７年１２月１日現在の貴事業所（貴社）の状況についてご回答ください。
· 回答期日　令和８年１月２３日(金)
· 回答方法　フォームからの回答　または　調査票データのメール添付　または　FAX

[image: QRコード]　（フォームからの回答の場合）　
右記の二次元コードから回答フォームにお進みください。
ＰＣ等からでコードをうまく読み込めない場合は、次のＵＲＬからも
ご回答いただけます。（https://logoform.jp/form/FUQz/1334083）


（メールで調査票提出）　下記アドレス宛に記入済の調査票データを添付してご提出ください。
[image: ]川崎区役所企画課組織メール：61kikaku@city.kawasaki.jp
メールの件名は「外国人労働者雇用アンケート」としてください。

調査票データは川崎区ホームページからダウンロードできます。川崎区ホームページ
（調査票ダウンロード）

（https://www.city.kawasaki.jp/kawasaki/page/0000182647.html）
　　
· 回答いただいた内容については、各企業様の情報が特定されないように処理した上で、集計結果を公表することがあります。
· この調査票は、厚生労働省「外国人雇用状況の届出（令和６年１０月末時点）」及び「特定技能所属機関協力確認書（令和７年度）」のデータを基に事業所単位で送付しています。川崎区内の複数の事業所で外国人労働者を雇用している場合は、区内の事業所分をまとめてご回答いただいても構いません。


アンケートに関するご質問等がございましたら、下記までご連絡ください。

川崎区役所まちづくり推進部企画課
電 話　０４４－２０１－３２６７
FAX　０４４－２０１－３２０９

＜基本情報＞　貴事業所（貴社）について 

	企業名（団体名）
	

	所在地
	

	業種
※日本標準産業分類
（令和５年７月改定）参照
　【１つ選択】
	１．農林漁業　２．建設業

	
	製造業
	３．食料品製造業　４．家具・装備品製造業　５．印刷・同関連業　
６．化学工業　７．石油製品・石炭製品製造業　８．プラスチック製品製造業　９．窯業・土石製品製造業　１０．鉄鋼業　１１．非鉄金属製造業　
１２．金属製品製造業　１３．はん用機械器具製造業　
１４．生産用機械器具製造業　１５．業務用機械器具製造業　
１６．電子部品・デバイス・電子回路製造業　１７．電気機械器具製造業　
１８．輸送用機械器具製造業　１９．その他

	
	２０．電気・ガス・熱供給・水道業　２１．情報通信業　２２．運輸業，郵便業
２３．卸売業，小売業　２４．金融業，保険業　２５．不動産業，物品賃貸業
２６．学術研究，専門・技術サービス業　２７．宿泊業，飲食サービス業
２８．生活関連サービス業，娯楽業　２９．教育，学習支援業　３０．医療，福祉
３１．複合サービス事業　３２．サービス業（他に分類されないもの）

	主な生産品の名称
又は事業の内容
	

	総従業員数
	                                           人

	ご担当者
	所属・部署
	

	
	氏名
	

	
	電話番号
	

	
	メールアドレス
	



· 事業所の責任者又は人事・労務担当責任者が回答してくださいますようお願いします。
· 総従業員数には、非正規雇用労働者（パート、アルバイト、派遣労働者、契約社員など）も含めてください。
· 派遣労働者については、受け入れている派遣先の総従業員数に含めて、雇用している派遣元の総従業員数には含めないでください。


<調査項目>
Ⅰ．雇用実績について

問１　貴事業所（貴社）では、外国人労働者が働いていますか。（✓は１つ）

　 □ はい　　　→問２へ
　 □ 現在はいないが、過去に働いていたことがある　　　→問１０へ

【問２～問９は、問１で「はい（外国人労働者が働いている）」と回答した方のみお答えください。】

問２　 現在の外国人労働者の人数をお答えください。

①出身国・在留資格別
	
	a. 専門的・
技術的分野※
	b.特定技能
	c.特定活動
	d.技能実習
	e.資格外活動
	f.身分に基づく在留資格

	中国
	
	
	
	
	
	

	韓国
	
	
	
	
	
	

	ベトナム
	
	
	
	
	
	

	フィリピン
	
	
	
	
	
	

	ネパール
	
	
	
	
	
	

	インド
	
	
	
	
	
	

	その他
	
	
	
	
	
	



· 「a.専門的・技術的分野」の在留資格には、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職１号・２号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「介護」、「興行」、「技能」が含まれる。
· 「c.特定活動」に該当する活動には、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、難民申請中、経済連携協定（EPA）に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等が含まれる。
· 「e.資格外活動」には「留学」、「家族滞在」が含まれる。
· 「f.身分に基づく在留資格」は「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」が含まれる。

②雇用形態別
	正規雇用労働者
	
	人
	

	非正規雇用労働者
	
	人
	（技能実習は非正規に含めてください。）

	派遣労働者
	
	人
	



→回答後　問３へ

問３　現在、貴事業所（貴社）で働いている外国人労働者の職種をお答えください。　（複数回答可）　

※厚生労働省編職業分類（令和４年改定）参照

　 □ 管理的職業　（例：会社役員、管理職）
□ 研究・技術の職業
　　  （例：研究者、農林水産技術者、開発技術者、製造技術者、建築・土木・測量技術者、情報処理・通信技術者）
□ 法務・経営・文化芸術等の専門的職業
　　  （例：弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、経営コンサルタント、イラストレーター、デザイナー、通訳）
　 □ 医療・看護・保健の職業
　　  （例：医師、歯科医師、薬剤師、保健師、看護師、医療技術者、栄養士、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師）
　 □ 保育・教育の職業　（例：保育士、学校等教員、英会話教室講師）
□ 事務的職業　（例：総務・人事・企画事務、一般事務・秘書・受付、電話オペレーター、医療・介護事務、会計事務）
□ 販売・営業の職業　（例：小売店・卸売店店長、販売員、営業員）
　 □ 福祉・介護の職業
　　  （例：社会福祉施設管理者、福祉施設指導専門員、介護支援専門員、施設の介護員、訪問介護員）
· サービスの職業
　　  （例：家政婦、調理員、飲食店店長・店員、ホテルフロント・接客、娯楽場施設接客員、ビル管理員、添乗員）
　 □ 警備・保安の職業　（例：警備員）
　 □ 農林漁業の職業
　　  （例：農作物栽培・収穫作業員、家畜・家きん飼育作業員、造園師、伐木・造材・集材作業員、水産養殖作業員）
　 □ 製造・修理・塗装・製図等の職業
　　  （例：製品製造・加工処理工、食料品製造工、縫製作業員、機械組立工、自動車整備工、製品検査工）
　 □ 配送・輸送・機械運転の職業
　　  （例：荷物配達員、ルート配送員、トラック・バス・タクシー運転手、フォークリフト運転作業員、建設機械運転士）
　 □ 建設・土木・電気工事の職業
　　  （例：大工、配管工、建設・土木作業員、電気通信設備工事・電気工事作業員）
　 □ 運搬・清掃・包装・選別等の職業
　　  （例：倉庫作業員、ビル・建物清掃員、ごみ収集・し尿汲取作業員、包装作業員、選別・ピッキング作業員）

→回答後　問４へ

問４　外国人労働者を受け入れている理由をお答えください。（複数回答可）　

□ 日本人だけでは人手不足
□ 国籍に関係なく、外国人本人の能力が高い
□ 海外への事業展開のため
□ 業務上、外国語が必要
□ 人件費の削減
□ 技能移転を通じた国際貢献
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）         
→回答後　問５へ

問５　外国人労働者の受入方法（経路）についてお答えください。（複数回答可）　　　　　
 
 　□ ハローワーク
□ 監理団体・登録支援機関
□ 自社で募集
□ 国内人材紹介会社
□ 海外人材紹介会社（送り出し機関含む）	
□ 人材派遣（業務請負を含む）
□ 人づての紹介                                                                                  
→回答後　問６へ

問６　外国人労働者の採用活動の際の課題はありますか。（複数回答可）　　　　　　　　　　

□ 採用活動の費用が高い	
□ 採用方法（人材紹介の依頼先）や制度がよくわからない
□ 手続きの負担が大きい
□ 良い人材を選ぶポイントがわからない
□ 申請書類（在留資格申請や実施計画認定申請など）に手間がかかる
□ 特になし
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）
  →回答後　問７へ

問７　外国人労働者を受け入れる中で、職場での課題はありますか。（複数回答可）

□ 日本語でのコミュニケーションがとりづらい
□ 生活習慣や文化の違いで日本人社員との相互理解が難しい 
□ 予期せぬ退職がある
□ 管理コストが高い
□ 教育・研修などの負担が大きい
□ 在留資格移行に向けた検定や評価試験の受験・合格
□ 特になし
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）
→回答後　問８へ

問８  外国人労働者を受け入れる中で、生活支援上の課題はありますか。（複数回答可）
 
□ 住まいの確保
□ 病気やけがの時の対応
□ 災害時の対応
□ 地域住民とのトラブル対応 （具体例：　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　）
□ 地域との交流が少ない
□ 特になし
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）
 →回答後　問９へ

問９  外国人労働者の定着のために取り組んでいることはありますか。（複数回答可）  

□ 社宅提供など住宅確保、住居費の助成
□ 給料などの処遇改善
□ 日本語教育の実施・個人が実施する日本語学習への支援
□ 日本語能力向上に応じた手当や奨励金などの支給
□ 社内環境（表示や掲示物）の多言語化
□ 外国人材向けの教育研修プログラムの策定
□ 日本人従業員や地域住民との交流
□ 社内マニュアルの多言語化や翻訳機の導入
□ 外国人労働者とのコミュニケーション支援のため外国語を話せる人材の雇用
□ 出国時の借金の有無など、生活状況の把握・支援
□ 特に何も取り組んでいない
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）          
→回答後　問１１へ

【問１で「２．現在はいないが、過去に働いていたことがある」と回答した方にお伺いします。】

問１０　　外国労働者を受け入れていない理由をお答えください。（複数回答可）
　
□ 日本人だけで人材確保ができている
□ 日本語でのコミュニケーションに苦労する
□ 生活習慣や文化の違いで日本人社員との相互理解が難しい
□ 外国人労働者に任せられる職務がない（少ない）
□ 受入れや定着にかかるコストが高い
□ 受入れの手続きが煩雑である
□ 教育・研修などの受入体制の整備が難しい
□ すぐに離職・転職されてしまい定着しない
□ 在留期間に制限がある（長く働いてもらえない）
□ 育成就労などの制度改正の詳細がよくわからない
□ 受入れの手続きを実施しているが、結果として受入れに至っていない
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）
→回答後　問１１へ


Ⅱ．今後の方針・要望等

【全員お答えください。】
問１１　今後の外国人労働者の受入れの方向性についてお答えください。（✓は１つ）

□ 現状より、人数を増やしたい　　　　　　　　　　→問１３へ
□ 現状と同じくらいの人数を受け入れたい　　→問１３へ
□ 受入れは継続するが、人数は減らしたい　 　→問１３へ
□ 受入れをやめたい　                             　→問１２へ


【問１1で「４．受入れをやめたい」と回答した方にお伺いします。】

問１２　今後、外国人労働者を受け入れない理由をお答えください。（複数回答可）
　
□ 今後も日本人だけで人材確保ができると考えている
□ 日本語でのコミュニケーションに苦労する
□ 生活習慣や文化の違いで日本人社員との相互理解が難しい
□ 外国人労働者に任せられる職務がない（少ない）
□ 受入れや定着にかかるコストが高い
□ 受入れの手続きが煩雑である
□ 教育・研修などの受入体制の整備が難しい
□ すぐに離職・転職されてしまい定着しない
□ 在留期間に制限がある（長く働いてもらえない）
□ 育成就労などの制度改正の詳細がよくわからない
□ 特に理由はない
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）               
  →回答終了

【問１３～問２７　は、問１1で「１．増やしたい」、「２．同じくらい」、「３．減らしたい」と回答した方のみお答えください。】

問１３ 今後、外国人労働者を受け入れていく理由をお答えください。（複数回答可）

□ 現状、日本人だけでは人手不足	
□ 国籍に関係なく、優秀な人材を確保したい
□ 海外への事業展開のため
□ 組織を多様化し、活性化したい
□ 業務上、外国語を話せる人材が必要
□ 人件費の最適化のため
[bookmark: _Hlk216172914]□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）
　→回答後　問１４へ

問１４　今後受け入れようとする外国人労働者はどのような人材を望みますか。

①在留資格　（複数回答可）
□ 専門的・技術的分野（高度人材）
□ 特定技能
□ 特定活動
□ 技能実習 （令和９年４月以降は育成就労）
□ 資格外活動 （留学生のアルバイト、「家族滞在」を含む）
□ 身分に基づく在留資格 （「永住者」、「日本人の配偶者等」、「定住者」等）
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）

②雇用期間　（○は１つ）
□ １年以内
□ １年～３年以内
□ ３年～５年以内
□ 可能な限り長く
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）

③具体的な希望等があればご記入ください
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
→回答後　問１５へ

問１５　今後受け入れようとする外国人労働者について、出身国の希望はありますか。

□ 特定の国の人材を雇用したい（○はいくつでも）
Ａ．ベトナム　　Ｂ．中国　　Ｃ．インドネシア　　Ｄ．フィリピン　　Ｅ．ネパール　　Ｆ．ミャンマー
Ｇ．その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
理由:  ①現在雇用している人材と同じ出身国である
②雇用した実績がある
③業務内容から特定の国と関りがある
④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□ 特に出身国にこだわりはない
→回答後　問１６へ


Ⅲ．外国人労働者の日本語能力について

問１６　受け入れている外国人労働者の業務における日本語の必要性について、お答えください。
※複数の外国人労働者を受け入れている場合は最も人数の割合が多いものを１つ選択　

①業務全般
□ 日本語ができないと業務ができない
□ 日本語ができた方が良いが、できなくても業務はできる
□ 日本語ができなくても、通常業務にはほとんど問題がない
□ 日本語は全く必要ない

②新たな業務を覚えるとき
□ 必要
□ どちらかといえば必要
□ どちらかといえば必要ない
□ 必要ない

③業務上のトラブルが起きたとき
□ 必要
□ どちらかといえば必要
□ どちらかといえば必要ない
□ 必要ない　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→回答後　問１７へ

問１７　受け入れている外国人労働者に求める日本語能力のレベルについて、お答えください。
※複数の外国人労働者を受け入れている場合は最も人数の割合が多いものを１つ選択　

①聞くこと
□ とてもゆっくり発音すれば、あいさつや簡単な指示を理解できる
□ ゆっくり話せば、職場の基本ルール、安全衛生、日課やルーティンの語句や表現を理解できる
□ はっきりと話せば、仕事上の話題について短い説明や簡単な事実関係を理解できる
□ 社内の議論などで担当分野であれば、議論の流れを理解できる
□ 馴染みのある分野なら、社長スピーチや顧客の説明、自社や競合他社のニュースを理解できる

②読むこと
□ 短くて簡単な表記なら、イラストや写真などの補助や経験から推測して理解できる
□ 職場で普段よく使われる語句で書かれていれば、短い説明や掲示を理解できる
□ 簡潔に書かれた担当分野のマニュアルなどを読んで概ね理解し、業務に必要な情報を収集できる
□ 担当分野の文書や記事やメールを独力でだいたい理解できる
□ 専門的な書籍などから、比較的長い文章を理解し、必要な情報を読み取ることができる

③話すこと（やりとり）
□ 職場内の知っている相手と、ゆっくりなら、あいさつや簡単な質疑応答ができる
□ 社内の人と、短いやりとりで会話ができ、社外の人と、典型的な日常の話題ならやり取りできる
□ 社内外の人と、身近な事柄や担当分野の話し合いをしたり、情報交換したりできる
□ 社内外の人と、一般的なことなら流暢に会話できる、自分の考えを主張できる
□ 社内外の人と、幅広い話題について流暢に正確に言いたいことを表現できる

→回答後　問１８へ
問１８　受け入れている外国人労働者に対し、日本語教育を行っていますか（いましたか）。（複数回答可）
※以前は実施していて今は実施していない場合は、過去に実施していた内容を回答

□ 会社（事業所）内で職務を通じて実施している
□ 会社（事業所）内で職務とは別に、教育の時間を設けている
□ 監理団体や支援機関のサービスとして提供されている講座等の受講を推奨している
□ 自習用の教材を配布している
□ 地域日本語教室を利用している
□ 社外での日本語教育に対し、支援（補助）を行っている
□ 以前は実施していたが、今は実施していない
□ 以前も今も特に実施していない
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）　　　　
→回答後　問１９へ

問１９　外国人労働者への日本語教育に関しての課題は何ですか。（複数回答可）

□ 教育のための時間が確保できない
□ 教育のための予算が不足している
□ 適切な教材やカリキュラムが見つからない・わからない
□ 教育を担当できる人材が社内にいない
□ 外部の教育機関との連携が難しい
□ 外部に通わせることのできる日本語教育機会が見つからない
□ 複数の外国人労働者の日本語レベルに差があり、対応が難しい
□ 外国人労働者の学習意欲が低い
□ 日本語教育の必要性が社内で十分に理解されていない
□ 特に課題は感じていない
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）　　　　
→回答後　問２０へ

問２０　外国人労働者にどのような日本語教育を受けさせたいですか。（複数回答可）

□ 高度な業務遂行、顧客対応、書類作成などが円滑にできるレベル（上級）
□ 専門的な業務内容を理解し、複雑な会話ができるレベル（中上級）
□ 職場でのやり取りや報告・連絡・相談がある程度できるレベル（中級）
□ 日常的な業務や生活場面での簡単なやり取りができる（初中級）
□ 基本的な挨拶や自己紹介、簡単な指示が理解できる（初級）
□ 特定技能試験対策に対応した内容
□ 読むことができるようになる内容
□ 書くことができるようになる内容
□ 会話によるコミュニケーションができれば良い
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）　　　　
→回答後　問２１へ








問２１　どのような日本語教室であれば参加させやすいですか。（複数回答可）

① 実施方法
□ 対面方式（教室に通う）
□ オンライン形式（Ｚｏｏｍなどを使った遠隔授業）
□ ハイブリッド形式（対面とオンラインの併用）
□ eラーニング（録画教材やアプリでの自主学習）
□ 事業所への講師派遣
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）
	
② 時間帯
□ 就業時間内（業務の一環として）	
□ 就業時間後（勤務終了後）
□ 休日（日曜・祝日など）
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）

③ 頻度
□ 週１回程度
□ 週２～３回程度
□ 月１～２回程度
□ 集中講座形式（２～３か月程度にまとめて実施）
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）
→回答後　問２２へ

問２２　外国人労働者への日本語教育について、１人あたりどれくらいの金額であれば、負担可能と考えますか。（✓は１つ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  




外国人労働者への日本語教育、
企業に求められる新たな責任と可能性

[image: ]□ １時間あたり １,０００円以下令和９年４月施行予定の育成就労制度においては、外国人労働者に対し、企業の負担で日本語教育を実施することが義務化されます（一定の試験に合格している者は除く。）。さらに、特定技能１号への移行に日本語能力の要件が設けられるなど、今後は日本語能力がキャリア継続の鍵となります。
人材確保競争が厳しくなる中、生活や職場での円滑なコミュニケーションを支える日本語教育は企業の責務であると同時に、定着率向上や生産性改善につながる投資ともいえるでしょう。

□ １時間あたり ２,０００円以下
□ １時間あたり ３,０００円以下	
□ １時間あたり ４,０００円以下
□ １時間あたり ５,０００円以下	
□ 費用負担は難しい
□ その他（　　　　　　　　                                       　　        　　　　）　　　　　　
→回答後　問２３へ

問２３　外国人労働者の日本語能力向上により、どのような効果を期待しますか。（複数回答可）

□ 業務指示の理解が向上し、作業の質や効率が上がる
□ 安全管理が徹底され、事故やトラブルが減少する
□ キャリアアップして、職長や安全衛生管理者などのポストを担えるようになる
□ 職場内のコミュニケーションが円滑になる
□ 顧客対応の質が向上する
□ 離職率が低下し、定着率が向上する
□ 日本語能力試験（JLPT等）の取得により本人の意欲が高まる
□ 技能試験や各種検定に合格できる
□ 費用に見合った効果が得られるか不安がある
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）　　　　
→回答後　問２４へ

問２４　日本語教育に関して、行政機関に対してどのような支援を望みますか。（複数回答可）

□ 日本語教育に関する補助金・助成制度の拡充
□ 日本語教室の開催
□ オンライン教材や学習ツールの提供
□ 教育機関や講師とのマッチング支援
□ 日本語教育に関する相談窓口の設置
□ 他企業の事例紹介や情報共有の場の提供
□ 特に支援は必要ない
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）
→回答後　問２５へ

Ⅳ．意見・要望など

問２５　外国人労働者の受入れに関して、行政機関に対してどのような支援を望みますか。（複数回答可）
　
□ 就業環境整備や定着支援などに係る経費の補助 （補助金・助成金など）
□ 企業向け相談窓口の設置
□ 外国人雇用に関するセミナーの開催
□ 適切に外国人材の受入れを行う事業者を市が認定する制度
□ 各種手続きや受入制度などの説明会の開催
□ 住まいの確保に関する支援
□ 日本語習得の支援 （日本語教室の開講、経費補助）
□ 外国人労働者への日常生活の助言やサポート
□ 外国人材の受入れに関する企業間の交流・意見交換の場の提供
□ 地域コミュニティとの交流に関する支援
□ 合同企業説明会の開催などのマッチング支援
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）　　　
→回答後　問２６へ

問２６　川崎区では、行政機関と外国人労働者受入れに関係する機関、外国人労働者を雇用する企業が連携する協議会を立ち上げ、日本語教育や受入・定着に関する支援施策を実施していくことを検討しています。この協議会への参画について、意向を教えてください。（○は１つ）　　　

□ 積極的に参画したい（企画・運営にも関わりたい）
□ 参加には前向きで、情報共有や意見交換に関心がある
□ 参加は検討したいが、詳細を知ってから判断したい
□ オブザーバー的な立場で情報を受け取るだけでもよい
□ 現時点では参画の予定はない
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　                              　　　　　　　　　）
→回答後　問２７へ


問２７　貴事業所 (貴社)における、外国人労働者に対する支援や工夫等の取組事例や、外国人労働者に関するご意見などがありましたら、ご自由にご記入ください。














· 今後のご案内について
今後、下記の項目について、川崎区内で外国人労働者を雇用している企業様向けに定期的な情報提供を予定しています。
· 外国人労働者受入・定着に関するセミナーのご案内
· 育成就労などの制度の最新情報
· 外国人労働者の生活に役立つ情報
· 川崎区が検討している施策・協議会についての情報　など
最初にご回答いただいた所在地、ご担当者様メールアドレスあてに、
今後、ご案内の送付（メール配信等）を希望されるか、下記にご回答をお願いします。
□送付・配信を希望する　　　□送付・配信を希望しない
メール












アンケートは以上です。ご協力ありがとうございました。




下記セミナーの詳細については、上記のメール配信でご案内します。ぜひご登録ください！
（予告）外国人労働者の受入・定着に関するセミナー

日　時：令和８年３月１２日（木）　１３：３０～１７：００（予定）
対　象：外国人を雇用している企業、関心のある方　

第１部：企業向けセミナー
パフォーマンスを引き出す最新の就労日本語、外国人従業員とのコミュニケーションのコツ、育成就労制度の最新状況などを、就労現場における日本語教育の専門家からお伝えします。

第２部：パネルディスカッション　「（仮）外国人労働者の適正な受け入れと地域社会での共生に向けて」
区内企業による外国人労働者の受入事例紹介や、有識者から育成就労制度を取り巻く状況などについて聞きながら、川崎市長が関係者の皆様と直接対話します。
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